
建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度の概要（R6.4施行）

○ 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示にあたって、表示すべき事項、表示の方法その他遵守すべき事項を告示で規定。

① 表示すべき事項：エネルギー消費性能の多段階評価、断熱性能の多段階評価（住宅のみ）、評価年月日

② 表示の方法 ：告示により様式が規定されたラベルを用いて表示することとし、販売・賃貸時の広告等での表示を想定。

任意で表示できる事項として再エネ利用設備の有無、住宅の目安光熱費、第三者評価マーク等を規定。

③ 遵守すべき事項：多段階評価や目安光熱費の算出方法を定めるとともに、省エネ性能の変更が生じた場合の対応を規定。

※販売・賃貸を事業として行う建築物が制度対象（その他の建築物についてはガイドラインに準拠した対応を推奨）。

※施行日以降に確認申請を行う建築物には告示に従った表示を求める（既存建築物については表示を促進するが、勧告等の措置の対象にはしない）。

住宅版の省エネ性能ラベル

エネルギー消費性能

✓★１で省エネ基準適合、さ

らに★が一つ増えるごとに

10％削減（最大★６で

50％削減）

✓太陽光発電の自家消費に

よる削減分をみえる化

断熱性能

✓住宅品確法の断熱等性能

等級１～７に相当する７

段階で表示
目安光熱費

✓設計上のエネルギー消費量

と全国統一の燃料単価を

用いて、年額の光熱費の目

安額を算出

✓消費者の誤認を招かないよ

う、実際の光熱費とは異な

る旨を注記

第三者評価

 BELS（第三者機関による

審査・評価）の取得有無

ZEH・ZEB水準

 2030年度以降の新築で

確保を目指す性能水準の

達成状況

ネット・ゼロ・エネルギー

 「ZEH」「ZEB」の達成状況

（太陽光発電の売電分を

含む総量で評価）
※第三者評価（BELS）の場合

に表示可

再エネ利用設備

 太陽光発電設備等の設置

の有無

○ 制度の円滑・適正な施行及び普及拡大を図ることを目的に、表示に係る留意事項や推奨事項等をまとめたガイドラインを公表。


